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GIGAスクール端末持ち帰りに伴う「佐賀県ＰＴＡ連合会小・中学生総合保障制度」のご案内 

 

日頃より本校教育活動並びにＰＴＡ活動にご理解と御協力をいただき誠にありがとうございます。 

今年度から、基山町においても GIGA スクール構想が始まり、授業においてもタブレット端末を用いるなど、

児童生徒にタブレット端末の貸与が始まりました。この夏休みには、家庭へ持ち帰って宿題を端末で行ったり、

オンラインミーティングが予定されたりしているところです。 

端末を活用した学習について興味・関心はあるものの、家庭に持ち帰って使用する場合、子どもが端末を落下

させる等の破損は、責任を負う可能性が高くなります。教育委員会が取扱い業者に確認をしたところ、画面交換

が約 4.5万円、キーボード交換 2.7万円の費用が発生するそうです。 

安心して利用ができるように「佐賀県ＰＴＡ連合会小・中学生総合保障制度」を再度、ご案内させていただく

こととしました。この保険は、年度途中での加入も可能です。加入を検討される方は、申込書を取り寄せますの

で、その後、内容をご検討いただき、申し込み手続き等をお願いします。 

今回ご案内する ETプラン※(4月加入の場合は、2,020円) 

掛け金(７月から来年４月１日まで) 1,290円 
個人賠償責任保険(１事故あたり支払限度額) 3,000万円 
育英費用補償(一時金) 10万円 
傷害補償（ケガ補償） 死亡保険金 10万円 

後遺障害保険金(程度に応じて) 4万円～100万円 
入院保険金 １日 1,000円 
手術保険金 入院中 10倍 入院中以外 5倍 

【保険が適応される主な例】        ※ET プラン以外にもプランがあります。詳しくは資料を確認して下さい。 

１ 個人賠償責任保険(示談サービス付) 家族全員が対象 ※アンダーラインが端末に関する内容 

・誤って人にケガをさせた。 

・自転車事故で相手にケガをさせて後遺症が残った。 

・自転車走行中に他人の車に傷をつけてしまった。 

・キャッチボール中、他人の家のガラスや学校の窓ガラスを割った。 

・誤ってベランダから物を落とし、通行人にケガをさせた。 

・買い物中、商品を誤って落として壊した。 

・学校から借りているタブレット端末を家で落として画面を割ってしまった。 

・家庭で使用中、学校から借りているタブレット端末にジュースをこぼして故障した。 
 

２ 傷害（ケガ）補償（医療助成制度などによる自己負担の有無に関わらず支払い対象） 

・毎日に学校生活だけでなく、地域のクラブ活動や塾、習い事などを含め、学校が休みに日も含めて 24 時間補

償となっています。 

※なお、今年度については、長期休業中（夏休み・冬休み）での持ち帰りを基本としています。 

小・中学生総合保障制度 資料請求願い 

 

   年   組    番  氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
資料請求される場合は、7月９日までに担任の先生へご提出ください。その後、担任から後日、申込書をお渡しします。 

※この用紙は加入用紙ではありません。保障が適用される期間は申請及び入金後、業者に着金があった翌日から適用となります。 

小・中学生総合保障制度： 

https://www.pta-corin.com/flow 


